
最終更新日：2024年３月１日 

1 

 

 

 解 説  

 

１．進出形態について 

タイにおける進出形態は、以下のとおり現地法人、支店、駐在員事務所および地

域事務所（統括拠点）があります。 

進出形態 内容 

現地法人 

日本企業がタイで会社設立する際に最も一般的な形態です。

日本本社とは別の法人格を持ち、事業の独立の運営主体となり

ます。後述のとおり、タイ国民のみに活動が制限されている事

業では、投資委員会の投資奨励を受けた業務や商務省から外国

人事業ライセンスを取得した業務を除き、出資比率に制限があ

ります。 

支店 

支店の場合、可能な業務範囲は現地法人と変わりませんが、

外国人事業ライセンスの取得が非常に難しく、金融機関等の業

種またはガスプラントの設立など、大量の資本と信用が必要な

プロジェクトベース以外では利用されません。 

駐在員事務所 

駐在員事務所は、現地法人とは異なり、営利活動を行うこと

は認められていません。タイ国内での日本本社の商品やサービ

スに関する情報収集や、日本への輸出品の検品等を目的として

設置されます。 

地域事務所

（統括拠点） 

地域事務所は、タイおよびその周辺地域に所在する支店また

は関連会社を統括する拠点として設立される事務所です。駐在

員事務所と同様に、営利活動は行えません。 

 

Ｑ． 

タイに進出している取引先の要請で進出を検討しています。進出形態や規制等

について教えてください。（機械設備メンテナンス業） 

 

Ａ． 

タイにおける進出形態は、現地法人、支店、駐在員事務所、地域事務所（統括

拠点）があります。機械設備メンテナンス業は外資規制業種に該当するため、過

半数を出資する現地パートナー企業を探す必要があります。 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/3_Thailand_FormOfAdvance.pdf

